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行
事
予
定 

 

 

三
月 

 
 

二
日 

祐
徳
稲
荷
神
社
例
祭 

三
～
四
日 

第
二
十
三
回
神
道
政
治
連
盟
時

局
対
策
連
絡
会
議 

 
 

四
日 

選
挙
対
策
委
員
会 

於
衆
議
院
議
員
会
館 

五
日 

神
宮
大
麻
頒
布
終
了
祭 

於
神
宮 

五
～
六
日 

都
市
頒
布
向
上
計
画
研
修
会 

於
神
宮 

七
日 

神
社
庁
支
部
長
会 

神
社
庁
協
議
員
会 

神
政
連
・
神
議
連
合
同
研
修
会 

於
佐
嘉
神
社
記
念
館 

十
～
十
四
日 

九
州
地
区
中
堅
神
職
研
修
（
甲
） 

於
福
岡
県 

 

十
一
日 

東
日
本
大
震
災
慰
霊
・
復
興
祈
願

祭 
 

 
 

於
佐
賀
縣
護
國
神
社 

十
一
～
十
二
日 九

州
各
県
神
社
庁
長
・
参
事
会 

於
大
分
県 

十
三
日 

神
社
庁
長
懇
話
会 於

明
治
記
念
館 

十
四
日 

神
社
庁
長
会 

 
 

  

於
本
庁 

二
十
六
日 

役
員
会 

 
 

 
 

 

 

総
代
会
役
員
・
支
部
長
会 

 
 

 
 

 

総
代
会
評
議
員
会   

於
神
社
庁 

 

四
月 四

日 

九
州
地
区
臨
時
庁
長
会 於

福
岡
県 

十
日 

中
国
・
四
国
・
九
州
神
社
庁
長
連

絡
会 

 
 

 

於
明
治
記
念
館 

 

十
一
日 
松
原
神
社
例
祭 

 

十
二
日 
佐
賀
縣
護
國
神
社
前
夜
祭 

十
三
～
十
四
日 

 

佐
賀
縣
護
國
神
社
春
季
例
大
祭 

十
六
～
十
七
日 

 

九
州
地
区
神
社
本
庁
評
議
員
会 

於
大
分
県 

二
十
一
日 

第
六
十
四
回
佐
賀
県
神
社
関
係

者
大
会 

於
東
与
賀
文
化
ホ
ー
ル 

二
十
九
日 

唐
津
神
社
春
季
例
大
祭 

 

 

 

去
る
二
月
二
十
六
日
、
平
和
会
館
三
階
神
殿

の
間
に
お
い
て
、
令
和
六
年
度
神
社
庁
神
宮
大

麻
暦
頒
布
終
了
奉
告
祭
が
、
管
内
神
社
関
係
者

五
十
名
参
列
の
下
斎
行
さ
れ
た
。
斎
主
に
は
永

代
副
庁
長
、
祭
員
に
八
幡
宮
黒
髪
宜
嗣
祢
宜
、

伊
勢
神
社
古
川
恭
子
祢
宜
、
佐
嘉
神
社
溝
口
裕

基
権
祢
宜
の
神
青
会
員
が
奉
仕
し
た
。 

 

祝
詞
奏
上
の
後
、
斎
主
、
神
社
庁
長
、
県
総

代
会
長
、
神
道
青
年
会
代
表
、
女
子
神
職
会
代

表
、
教
育
関
係
神
職
協
議
会
代
表
、
県
敬
神
婦

人
会
長
、
神
社
庁
副
庁
長
が
玉
串
を
奉
り
拝
礼
。

以
降
次
第
の
通
り
に
続
き
、
祭
典
を
執
り
納
め

た
。 

 

祭
員
退
下
の
後
、
德
久
庁
長
よ
り
令
和
六
年

度
神
宮
大
麻
頒
布
状
況
を
踏
ま
え
た
挨
拶
が

あ
り
、
ま
た
南
里
総
代
会
長
よ
り
新
年
度
以
降

の
各
社
祭
儀
へ
の
協
力
が
呼
び
掛
け
ら
れ
、
全

て
の
次
第
を
終
え
た
。 

※
次
ペ
ー
ジ
に
今
年
度
の
結
果 

神
宮
大
麻
暦
頒
布
終
了
奉
告
祭
斎
行 

 

 

第３18 号  
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メ
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日
に
は
国
旗
を 

掲
げ
ま
し
ょ
う 
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事
務
連
絡 

 

令
和
七
年
二
月
十
三
日
付
研
修
発
第
四
八
号 

神
社
本
庁
総
合
研
究
所
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
令
和
七
年
直
轄
研
修
開
催
の
件
（
追
加
） 

 

標
記
の
件
、
別
添
「
神
社
本
庁
総
合
研
究
所

公
示
（
追
加
）
」
の
通
り
、
第
六
十
七
回
神
道

行
法
錬
成
研
修
会
、
神
社
庁
祭
祀
舞
講
師
研
修

会
、
神
社
庁
雅
楽
指
導
者
養
成
研
修
会
を
開
催

し
ま
す
の
で
、
貴
管
内
神
職
よ
り
受
講
者
を
御

推
薦
願
ひ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

記 

㈠
入
所
受
付
は
、
入
所
申
込
書
（
本
紙
）
が
神 

社
本
庁
に
到
着
し
た
時
点
と
し
ま
す
。 

事
前
の
電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
・
メ
ー
ル
等
で 

の
申
込
は
受
付
け
ま
せ
ん
の
で
、
予
め
御
承 

知
下
さ
い
。 

㈡
「
神
社
新
報
」
令
和
七
年
二
月
中
発
行
の
紙 

面
及
び
『
月
刊
若
木
』
令
和
七
年
四
月
号 

神
職
専
用
サ
イ
ト
に
掲
載
を
予
定
し
て
を 

り
ま
す
。 

㈢
別
途
、
各
神
職
養
成
機
関
宛
に
も
参
加
勧
奨 

し
て
を
り
ま
す
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。 

以 

上 
 

 

令
和
七
年
二
月
四
日
附
研
祭
発
第
四
号 

神
社
本
庁
総
合
研
究
所
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
学
芸
奨
励
金
（
令
和
七
年
度
）
公
募
の
件 

 

標
記
の
件
、
学
芸
奨
励
金
は
、
斯
道
の
振
興

に
貢
献
す
る
文
化
活
動
・
研
究
活
動
に
対
し
て

そ
の
実
績
を
顕
彰
し
、
か
つ
奨
励
す
る
こ
と
を

目
的
に
、
昭
和
二
十
四
年
に
制
度
化
さ
れ
ま
し

た
。
諸
般
に
わ
た
る
研
究
や
調
査
活
動
の
振
興

は
、
教
学
興
隆
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

そ
の
支
援
を
行
ふ
こ
と
は
本
庁
の
務
め
と
す

る
と
こ
で
す
。
平
成
二
十
一
年
度
に
は
、
本
制

度
が
そ
の
振
興
策
の
一
助
を
な
る
や
う
「
学
芸

奨
励
金
支
給
規
程
」
第
一
条
を
変
更
し
、
こ
れ

か
ら
神
社
神
道
の
興
隆
に
寄
与
し
得
る
と
認

め
ら
れ
る
、
新
た
な
研
究
や
調
査
活
動
に
対
し

て
も
支
給
で
き
る
や
う
に
致
し
ま
し
た
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
貴
管
内
に
お
い
て
、
こ
の

学
芸
奨
励
金
を
希
望
す
る
者
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
別
紙
「
学
芸
奨
励
金
支
給
規
程
」「
学
芸
奨

励
金
募
集
要
項
」
に
基
づ
き
、
御
申
請
下
さ
い

ま
す
や
う
通
知
申
し
上
げ
ま
す
。 

以 

上 
 

※
詳
細
は
神
社
庁
ま
で
御
連
絡
下
さ
い
。 

 

令
和
七
年
二
月
四
日
付
教
化
収
第
一
五
号 

神
社
本
庁
総
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
靖
國
神
社
・
護
國
神
社
参
拝
運
動
実
施
の
件 

標
記
の
件
に
つ
い
て
、
本
年
は
御
承
知
の
通

り
大
東
亜
戦
争
終
結
八
十
年
に
あ
た
り
ま
す
。 

こ
の
節
目
の
年
に
あ
た
り
、
靖
國
神
社
に
お

か
れ
て
は
、
広
く
｜
般
に
対
す
る
参
拝
案
内
を

行
は
れ
る
旨
承
り
ま
し
た
。 

佐賀県神社庁  令和 6 年度  神宮大麻頒布結果  

支部名  大  中  普   計  前年比  支部名  大  中  普   計  前年比  

第２南  11 190 3,928 4,129 -162 東松西  16 164 3,370 3,550 -170 

第２北  48 232 6,049 6,329 0 西松浦  32 259 8,129 8,813 -393 

神  埼  11 217 5,896 6,124 -161 杵島西  65 550 8,737 9,352 9 

三養基  35 566 8,610 9,211 -220 杵島東  19 335 4,715 5,069 -16 

小  城  15 97 6,480 6,592 -139 藤  津  69 659 10,099 11,097 -270 

東松東  21 339 4,667 5,027 -92 第  １  82 588 4,230 4,952 -52 

唐  津  45 400 4,700 5,145 0 神社庁  1 4 1 8 -2 

      合計  470 4,600 79,611 84,681 -1,668 
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先
の
大
戦
に
お
い
て
祖
国
と
国
民
を
守
る

た
め
尊
い
一
命
を
擲
た
れ
た
靖
國
神
社
・
護
國

神
社
の
御
祭
神
に
心
か
ら
の
感
謝
を
捧
げ
、
御

霊
の
平
安
を
祈
り
奉
る
こ
と
は
国
民
斉
し
く

行
ふ
べ
き
務
め
と
存
じ
ま
す
。 

ま
た
、
一
人
で
多
く
の
国
民
が
、
慰
霊
・
感

謝
の
気
持
ち
を
こ
め
て
靖
國
神
社
・
護
國
神
社

に
参
拝
し
、
併
せ
て
父
祖
の
歩
み
を
正
し
く
理

解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
国
の
道
義
は
あ
る
べ

き
姿
に
復
し
て
ゆ
く
も
の
と
確
信
し
ま
す
。 

以
上
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
神
社
本
庁
で
は
左

記
の
通
り
靖
國
神
社
・
護
國
神
社
の
参
拝
を
勧

奨
し
て
ま
ゐ
り
た
く
存
じ
ま
す
の
で
、
貴
管
下

支
部
・
神
社
に
周
知
の
上
推
進
を
図
ら
れ
ま
す

や
う
、
。
宜
し
く
お
頼
ひ
申
上
げ
ま
す
。 

記 

一
、
支
部
も
し
く
は
神
社
庁
単
位
、
あ
る
い
は

団
体
別
に
よ
る
靖
國
神
社
参
拝
勧
奨
に

つ
い
て 

〇
期 

間 

令
和
七
年 

｜
月 

 

一
日
（
水
）
か
ら 

十
二
月
二
十
六
日
（
金
）
ま
で 

〇
人 

数 

団
体
で
の
特
別
参
拝
は
二
十
人
以
上
を
原

則
と
す
る
。
（
二
十
人
に
満
た
な
い
場
合
は

靖
國
神
社
に
お
問
合
せ
下
さ
い
。
） 

〇
玉
串
料 

一
人
あ
た
り
千
円
か
ら
と
な
り
ま
す
。
当
日
、

受
付
に
お
供
へ
下
さ
い
。 

〇
参 

拝 
 

昇
殿
参
拝
（
正
式
参
拝
） 

〇
待 

遇 

参
拝
記
念
品
が
用
意
さ
れ
、
遊
就
館
の
拝
観 

（
無
料
）
が
で
き
ま
す
。 

尚
、
遊
就
館
で
は
令
和
七
年
三
月
一
日
か
ら

十
二
月
七
日
ま
で
、
特
別
展
示
「
終
戦
八
十

年
戦
跡
写
真
展
」
を
行
ふ
予
定
で
す
。（
開
館

時
間
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分

ま
で
） 

〇
申
込
方
法 

別
紙
の
様
式
に
よ
り
、
靖
國
神
社
祭
儀
課
に

三
週
間
前
ま
で
に
お
申
込
み
下
さ
い
。 

※
三
月
中
旬
～
四
月
中
旬
、
み
た
ま
ま
つ
り
の

期
問
《
七
月
十
三
日
～
十
六
日
）
、
九
月
中
旬

～
十
一
月
中
旬
は
特
に
混
雑
が
予
想
さ
れ

る
の
で
・
事
前
に
お
問
合
せ
下
さ
い
。 

靖
國
神
社 

〒
一
〇
二-

八
二
四
六 

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
三-

一-

一 

電
話 

〇
三
（
三
二
六
一
）
八
三
二
六 

フ
ァ
ッ
ク
ス 

 

〇
三
（
三
二
六
一
）
八
三
二
〇 

○
そ
の
他 

本
運
動
の
趣
旨
に
鑑
み
、
青
少
年
、
婦
人
層

に
も
広
く
呼
び
か
け
る
手
段
を
御
検
討
戴

け
れ
ば
幸
ひ
で
す
。 

靖
國
神
社
発
行
の
「
終
戦
八
十
年
」 
（
参
拝

の
御
案
内
）
を
同
封
し
ま
す
の
で
御
参
照
願

ひ
ま
す
。 

一
、
神
社
、
支
部
も
し
く
は
団
体
別
に
よ
る
護

國
神
社
参
拝
勧
奨
に
つ
い
て 

前
記
に
準
じ
勧
奨
願
ひ
ま
す
。
申
込
み
等 

に
つ
い
て
は
各
護
國
神
社
の
対
応
に
一 

任
致
し
た
く
、
当
核
神
社
と
御
相
談
下
さ 

い
。 

以 

上 
 

 

◇
◆
◇
敬
神
婦
人
会
た
よ
り
◇
◆
◇ 

去
る
二
月
二
十
一
日
（
金
）
、
鹿
児
島
県
に
於

い
て
九
州
地
区
敬
神
婦
人
連
合
会
大
会
が
開

催
さ
れ
、
当
県
よ
り
森
田
会
長
以
下
会
員
五
名
、

事
務
局
二
名
が
参
加
し
た
。 

当
日
は
、
午
前
十
時
半
か
ら
鹿
児
島
縣
護
國

神
社
に
て
各
県
会
長
ら
が
正
式
参
拝
に
臨
み
、

終
戦
八
十
周
年

の
節
目
に
あ
た

っ
て
大
前
に
慰

霊
の
誠
を
捧
げ
、

参
拝
後
に
は
野

村
浩
史
宮
司
よ

り
同
神
社
の
由

緒
や
神
社
を
取

り
巻
く
現
状
な
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ど
丁
寧
に
説
明
を
受
け
た
。 

午
前
十
一
時
半
か
ら
は
各
県
の
会
長
会
が

行
わ
れ
、
大
会
日
程
の
確
認
や
次
回
大
会
に
つ

い
て
、
ま
た
は
全
国
敬
神
婦
人
連
合
会
に
関
わ

る
こ
と
等
が
熱
心
に
協
議
さ
れ
、
中
で
も
本
大

会
恒
例
だ
っ
た
懇
親
会
開
催
の
是
非
に
つ
い

て
は
、
開
催
県
に
一
存
す
る
方
向
性
が
確
認
さ

れ
た
。 

大
会
は
午
後
二
時
に
城
山
ホ
テ
ル
鹿
児
島

「
エ
メ
ラ
ル
ド
」
に
て
開
会
。 

先
ず
鹿
児
島
神
社
に
伝
わ
る
「
田
之
神
舞
」

が
清
興
と
し
て
披
露
さ
れ
、
開
会
儀
礼
の
後
、

当
番
県
会
長
と
庁
長
が
そ
れ
ぞ
れ
挨
拶
、
御
来

賓
の
有
村
治
子
参
議
院
議
員
も
参
加
者
に
対

し
て
お
祝
い
の
言
葉
を
か
け
ら
れ
た
。 

続
く
議
事
で
は
大
会
宣
言
が
満
場
一
致
で

採
択
さ
れ
、
次
期
当
番
県
、
福
岡
県
の
井
上
会

長
が
引
き
受
け
の
挨
拶
を
述
べ
ら
れ
た
。
そ
の

後
も
大
会
は
続
き
、
福
岡
・
長
崎
両
県
の
会
員

が
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
を
報
告
。
記
念
講
演
で
は

様
々
な
テ
レ
ビ
番
組
の
時
代
考
証
や
監
修
を

務
め
ら
れ
て
い
る
、
志
學
館
大
学 

原
口
教
授

が
「
近
代
日
本
を
拓
い
た
薩
摩
の
女
性
」
と
題

し
て
講
演
、
主
に
天
璋
院
篤
姫
の
生
涯
に
つ
い

て
ユ
ー
モ
ア
も
交
え
な
が
ら
お
話
さ
れ
、
敬
神

婦
人
大
会
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。 

納
め
に
あ
た
っ
て
は
、
二
百
二
十
名
の
参
加

者
で
敬
神
婦
人
会
の
歌
を
斉
唱
し
、
鹿
児
島
県

会
員
皆
様
の
お
見
送
り
と
、
両
手
い
っ
ぱ
い
の

お
土
産
を
持
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
帰
路
に
つ
い
た
。 

御
参
加
戴
い
た
会
員
各
位
に
は
終
始
賑
や

か
に
行
動
を
共
に
し
て
戴
き
、
洵
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
回
、
参
加
が
叶
わ
な
か

っ
た
皆
様
に
も
来
年
は
隣
県
の
福
岡
県
で
の

開
催
と
な
り
ま
す
こ
と
か
ら
、
多
数
お
見
え
に

な
る
こ
と
を
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

◇
◆
◇
教
化
委
員
た
よ
り
◇
◆
◇ 

か
わ
ら
け
山
の
「
は
っ
て
ん
さ
ん
」 

𡈽
器
山
八
天
神
社 

 
 

 

宮
司 

朝
日 

芳
彦 

 
𡈽
器
山
八
天
神
社
は
養
老
五
年
（
西
暦
七
二

一
年
）
に
行
基
と
い
う
奈
良
の
大
仏
制
作
の
責

任
者
も
務
め
た
高
僧
が
開
山
し
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。 

以
来
、
千
三
百
年
に
わ
た
り
山
岳
信
仰
の
霊

山
と
し
て
多
く
の
修
験
者(
山
伏)

が
修
業
に

励
ん
で
き
ま
し
た
。
山
頂
近
く
に
は
御
神
体
の

大
岩
が
鎮
座
さ
れ
八
天
神
社
上
宮
と
な
る
磐

境
式
神
社
の
形
式
で
す
。
七
合
目
に
は
中
宮
と

禊
場
跡
の
湧
き
水
口
が
あ
り
ま
す
。
明
治
維
新

以
前
ま
で
は
修
験
者
の
霊
山
と
し
て
尊
崇
を

集
め
中
宮
は
菩
提
寺
と
し
て
肥
前
三
十
二
ヶ

所
の
一
行
場
と
さ
れ
、
お
籠
も
り
の
行
が
盛
ん

に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

登
山
口
の
下
宮
八
天
神
社
は
宝
光
坊
と
呼

ば
れ
修
験
者
や
崇
敬
者
の
た
め
の
宿
坊
と
な

っ
て
い
ま
し
た
が
明
治
初
頭
の
神
仏
分
離
、
修

験
道
廃
止
令
に
依
り
神
職
に
転
向
、
現
在
の
八

天
神
社
と
な
り
ま
し
た
。
近
年
ま
で
十
一
月
二

十
四
日
の
例
祭
当
日
に
は
参
拝
者
の
方
に
お

供
え
を
共
に
食
す
る
直
会
を
受
け
て
頂
い
て

い
ま
し
た
の
は
宿
坊
の
名
残
で
す
。
八
天
山
は

今
な
お
原
生
林
が
残
る
自
然
豊
か
な
山
で
山

野
草
の
愛
好
者
か
ら
も
注
目
を
集
め
て
い
ま

す
。 上

宮
ま
で
の
道
筋
に
は
霊
場
な
ら
で
は
の

場
所
が
あ
り
ま
す
、
親
不
孝
岩
、
別
名
天
狗
岩

と
も
云
わ
れ
る

巨
石
で
修
験
者

が
こ
の
岩
に
這

い
つ
く
ば
っ
て

下
を
の
ぞ
き
込

む
荒
行
を
し
た

所
で
命
綱
を
引

く
先
輩
が
親
孝

行
す
っ
か
？
親

不
孝
す
っ
か
？
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と
問
い
、
返
答
次
第
で
は
手
を
一
瞬
離
し
て
脅

す
と
い
う
も
の
で
す
。 

親
不
孝
岩
の
名
は
こ
れ
か
ら
き
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
子
供
の
頃
こ
の
岩
の
手
前
で
、

親
不
孝
者
に
は
落
ち
か
か
る
と
言
わ
れ
恐
し

か
っ
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。 

頂
上
付
近
に
は
胎
内
く
ぐ
り
の
岩
と
云
わ

れ
る
大
き
な
岩
が
並
ん
で
い
て
、
や
っ
と
一
人

が
く
ぐ
り
抜
け
ら
れ
る
ほ
ど
の
岩
と
岩
の
隙

間
が
あ
り
、
こ
の
間
を
通
り
抜
け
る
と
足
下
は

断
壁
、
深
い
谷
を
見
れ
ば
身
体
が
ふ
る
え
て
き

ま
す
。
胎
内
く
ぐ
り
は
修
験
者
が
こ
の
岩
を
く

ぐ
れ
ば
母
親
の
胎
内
か
ら
生
ま
れ
た
ば
か
り

の
赤
ン
坊
の
よ
う
に
清
浄
な
心
に
生
ま
れ
変

わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
子
預
け
と
称
し
て
清
浄
無
垢
な
赤
子
が

十
五
歳
に
な

る
ま
で
無
病

息
災
を
祈
る

願
掛
け
は
今

も
続
い
て
い

ま
す
。 

𡈽
器
山
八

天
さ
ん
の
名

称
は
頂
上
付

近
に
お
び
た

だ
し
い
数
の
𡈽
器
が
納
め
ら
れ
て
い
て
古
く

よ
り
願
い
事
を
素
焼
き
の
皿
に
託
し
納
め
る

慣
わ
し
か
ら
𡈽
器
山
の
名
が
付
き
ま
し
た
が
、

近
郊
の
人
達
か
ら
は
八
天
さ
ん
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
奈
良
時
代
行
基
菩
薩
に
よ
り

丹
波
の
国
愛
宕
山
の
火
の
神
様
、
火
結
神
の
御

分
霊
を
お
迎
え
し
た
際
、
愛
宕
山
を
始
め
と
す

る
日
本
八
大
霊
山
に
は
特
に
神
に
近
い
神
通

力
を
持
つ
と
さ
れ
る
八
天
狗
が
住
ま
わ
れ
て

い
た
の
で
、
こ
れ
に
習
い
八
天
狗
山
と
な
り
、

や
が
て
そ
れ
が
縮
ま
り
八
天
山
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

𡈽
器
山
八
天
神
社
は
こ
の
霊
山
を
麓
よ
り

奉
斎
す
る
社
と
し
て
御
鎮
座
し
て
い
ま
す
。 

  

事
務
報
告  

【
任 
免
】 

■
佐
賀
縣
護
國
神
社
宮
司 

徳
久 

俊
彦 

 

願
に
依
り
本
職
を
免
ず
る 

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日 

■
白
鬚
神
社
宮
司 

西
原 
清
純 

佐
賀
市
川
原
町 

佐
賀
縣
護
國
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

令
和
七
年
二
月
一
日 

■
佐
賀
縣
護
國
神
社
宮
司 

兼 

本
庄
神
社
宮
司 

徳
久 

俊
彦 

 

佐
賀
市
本
庄
町 

 

本
庄
神
社
宮
司
に
任
ず
る 令

和
七
年
二
月
一
日 

■
本
庄
神
社
宮
司 

徳
久 

俊
彦 

 

佐
賀
市
嘉
瀬
町 

兼
ね
て
八
幡
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

兼
ね
て
沖
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

兼
ね
て
大
神
宮
宮
司
に
任
ず
る 

 

兼
ね
て
稲
荷
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

兼
ね
て
天
満
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

兼
ね
て
天
満
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

兼
ね
て
四
面
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

兼
ね
て
日
子
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

兼
ね
て
天
満
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

兼
ね
て
若
宮
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

兼
ね
て
天
満
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

佐
賀
市
本
庄
町 

 

兼
ね
て
菅
原
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

兼
ね
て
若
宮
社
宮
司
に
任
ず
る 

令
和
七
年
二
月
一
日 

■
佐
賀
縣
護
國
神
社
宮
司 

西
原 

清
純 

 

佐
賀
市
金
立
町 

 

兼
ね
て
天
満
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

兼
ね
て
天
満
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

兼
ね
て
天
満
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

佐
賀
市
久
保
泉
町 
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兼
ね
て
八
幡
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 
兼
ね
て
白
鬚
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

兼
ね
て
勝
宿
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

兼
ね
て
白
鬚
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

兼
ね
て
天
満
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

兼
ね
て
辨
天
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

兼
ね
て
天
満
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

兼
ね
て
白
鬚
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

令
和
七
年
二
月
一
日 

■
乙
宮
社
宮
司 

松
本 

剛 

小
城
市
牛
津
町 

兼
ね
て
天
満
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

兼
ね
て
天
満
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

兼
ね
て
八
幡
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

兼
ね
て
若
宮
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

兼
ね
て
日
子
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

兼
ね
て
天
子
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

令
和
七
年
三
月
一
日 

■
西
宮
神
社
祢
宜 

松
本 

千
奈
美 

 

小
城
市
芦
刈
町 

 

天
満
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

令
和
七
年
三
月
一
日 

■
天
満
神
社
宮
司 

松
本 

千
奈
美 

 

小
城
市
芦
刈
町 

兼
ね
て
沖
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

令
和
七
年
三
月
一
日 

■
六
所
神
社
権
祢
宜 

笠
原 

英
里 

 

稲
佐
神
社
権
祢
宜
に
任
ず
る 

令
和
七
年
三
月
一
日 

■
出
水
神
社
権
祢
宜 

松
尾 

圭
吾 

 

千
栗
八
幡
宮
権
祢
宜
に
任
ず
る 

令
和
七
年
三
月
一
日 

 

【
御
垣
内
特
別
参
拝
許
可
願
申
請
】 

■
大
町
八
幡
神
社
宮
司 

北
島 

 

巖 

 

・
参
拝
日 

皇
大
神
宮 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
二
月
七
日 

豐
受
大
神
宮 

令
和
七
年
二
月
七
日 

・
員 

数 

代
表 

北
島 

巖  

他
三
名 

 
■
妻
山
神
社
宮
司 

永
代
龍
三
郎 

 

・
参
拝
日 

皇
大
神
宮 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
日 

豐
受
大
神
宮 

令
和
七
年
二
月
十
日 

・
員 

数 

代
表 
神
代
和
代 

他
二
名 

 

寄

贈

書

籍

等

目

録

及

び

御

芳

名 

自 

令
和
七
年 
三
月 

 

一
日 

至 
 

 
 

 
 

 
仝
三
十
一
日 

・
東
神 

№
一
〇
五
〇 

東
京
都
神
社
庁 
様 

・
山
形
県
神
社
庁
庁
報 

第
一
五
一
号 

山
形
県
神
社
庁 

様 

・
鹿
児
島
県
神
社
庁
報 

第
七
九
号 

鹿
児
島
県
神
社
庁 

様 

・
山
形
県
神
社
庁
報 

第
二
〇
八
号 

山
形
県
神
社
庁 

様 

・
埼
玉
県
神
社
庁
報 

第
二
五
一
号 

埼
玉
県
神
社
庁 

様 

・
徳
島
県
神
社
庁
報 

第
一
七
七
号 

徳
島
県
神
社
庁 

様 

・
高
知
県
神
社
庁
報 

第
八
八
二
号 

高
知
県
神
社
庁 

様 

・
杜 

 
 

第
一
五
九
号 

 京
都
府
神
社
庁 

様 

・
清
政 

 

第
七
七
号 

神
道
政
治
連
盟
京
都
府
本
部 

様 

・
香
取 

 

第
一
二
六
号 

香
取
神
宮
崇
敬
会 

様 

 

総代会諸会議 

 

３月２６日（水） 

❖13:30～ 

役員・支部長会 

 

❖15:00～ 

評議員会 

 

ご予定下さい。 


